
№ 圏域 大項目 中項目 項目 意見・質問 公聴会回答 公聴会後の対応状況等 担当課 意見者 開催日
1 県央 02 地域医

療対策
01 医療提
供体制

地域医療構想について 　構想策定にあたり、圏域への病床数配分の考え方
について、説明願いたい。
　併せ、配分に当たっては、十分地域の実情に配慮
いただくとともに、地域の意見を反映されるようお
願いしたい。

　地域医療構想で示す数値をもとに県や国が病床数
を削減するものではなく、あくまでも一定の考え方
で推計した将来の姿を示すなかで、今後地域の医療
をどう守っていくかということを議論いただくこと
が重要と考えています。
　圏域での病床数をどのように配分するかというこ
とについては、各圏域の保健所を中心に医療・介護
連携部会（地域医療構想調整会議）で将来のあり方
も含めて議論していただき、その意見をもとに全体
の調整をします。特に大田圏域では２０１３年に医
師が不足した時でもあり、そのような特異性にも考
慮しながら検討が必要と考えています。

　平成27年度においては、各圏域に設けた地域医療構
想調整会議やその部会等で、関係者の議論を複数回実
施しております。
　その会議で出てきた意見や医療審議会の意見を踏ま
え、今後地域医療構想を策定してまいります。

医療政策課 大田市立病院 7月14日

2 県央 01 地域保
健対策

06 その他 歯科衛生士の人材不足について 　大田市内では、長期間にわたり歯科衛生士の人材
不足が問題となっている　歯科の治療内容も、虫歯
が原因の修復・補綴処置から歯周疾患処置を含めた
予防処置にシフトしつつある事からも、今後更に各
診療室内での歯科衛生士の専門業務の増加が予想さ
れる。
　その上、今後在宅療養が進んでいくことにより、
在宅介護高齢者に対する在宅口腔ケアのニーズも高
まることが予想され、診療室内の歯科衛生士不足を
考えると、在宅を上回る歯科衛生士を確保していく
ことは非常に困難と考える。
　本会においても、地域で眠る人材の発掘など、県
歯科医師会と協力し努力しているところであるが、
啓発や人材を生み出す手立てなど、できれば行政の
協力を仰ぎたい。

　歯や口腔の健康づくりや、在宅療養の高齢者等へ
の口腔ケアなどは、呼吸器合併症予防やＱＯＬ向上
の観点から今後ますます需要が増えると思われ、歯
科衛生士の役割への期待が高まると理解していま
す。
　在宅訪問歯科診療を見据え、昨年度から島根県歯
科医師会に委託して、歯科衛生士等の確保に係る研
修会や検討会を実施しています。
　大田圏域内の在宅歯科衛生士が参加しやすいよ
う、研修会の周知等については協力が可能です。
【参考：地域医療介護総合確保基金　Ｈ26年度～】
　　委託先：島根県歯科医師会
○医療従事者確保対策（歯科医療従事者確保対策事
業）
・歯科衛生士復職応援セミナーの開催
・人材確保支援協議会の開催
○在宅医療の推進事業（在宅歯科保健推進事業）
・在宅医療連携室の運営
・在宅歯科医療従事者への研修
・在宅訪問診療推進に関する検討（他職種連携マ
ニュアルの検討）

　今年度も歯科医師会への委託により歯科衛生士の確
保に係る研修会を実施予定です。
　研修会の実施にあたっては、在宅歯科衛生士の研修
に対するニーズの把握や参加しやすい時間帯となるよ
う依頼しています。
　研修会の周知依頼があれば協力します。

健康推進課 大田歯科医師会 7月14日

3 県央 01 地域保
健対策

05 児童・
家庭施策

06 その他

01 少子化
対策・子
育て支援

女性の労働環境の改善について 　歯科診療所で勤務する女性スタッフは、結婚や出
産を機に離職するケースがみられる。
　特に出産を機に離職をする場合、勤務時間と、保
育所の入所時間や学童保育の迎えなどの不都合によ
る場合が多いように思う。
　また、出産後、勤務を継続するスタッフも家族
（本人の両親）の協力によるところが大きいように
思う。
　我々としても、フレックスやパート勤務などでき
るだけの対応を考えているが、小規模事業所である
ことを考えると限界もある。
　公立保育所の時間の延長や学童保育後の送迎バス
の運行など、行政から支援していただける手立ては
ないものか。

○学童保育後の送迎バスの運行の実施については、
事業実施主体である市町村の判断によります。
○国・県の支援制度は、今年度から学校敷地外で児
童クラブを実施している場合に送迎の燃料費を支援
する制度が創設されました。
○この制度の運用について、現在、厚労省において
検討中で、クラブから自宅等への送迎も補助対象に
なるか否かについては明らかになっていません。
○いずれにしても、現場の声を踏まえ、必要であれ
ば、国への要望等も検討したいと考えています。

＜大田市に確認＞
○公立保育所は指定管理（仁摩、久手）以外は延長
保育を実施していない。
○大田保育所で実施を検討したが、まだ実施できて
いない。
○民間（６か所）は実施しているので、必要がある
人は民間を利用してもらうことになる。
○温泉津は近くに民間がないので、不便かもしれな
い。

（延長保育に対する対応については公聴会以降状況に
変化なし。）

青少年家庭
課

大田歯科医師会 7月14日

平成27年度健康福祉部圏域別地域公聴会意見・回答
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4 県央 01 地域保
健対策

06 その他 スポーツ指導者に対する医学的知識の啓蒙
（成長期の医学的特性・イベント時の対応）
について

　スポーツ少年団や中学の部活など、指導者の方々
には頭が下がる思いである。
　しかしながら、指導者の中には、過去の自身の競
技経験のみに頼って練習メニューや練習量を決めて
いるケースも見受けられ、成長期の子どもの特性が
考慮されていない場合もあるように思う。
　そのことにより、故障や事故が発生することも考
えられるが、一般に指導者に対する教育はなされて
いるものでしょうか。（スポーツドクターやトレー
ナーによる講習会の実施など）

　スポーツを通じた健康づくりや人間関係づくり
は、子どもの心身の健全な発達や人間性の育成には
重要であるが、成長期であり、健康や生活リズムを
適正に保つことを考慮した活動でなければなりませ
ん。
　県教育委員会では「小学生のスポーツ活動の手引
き」が作成され、指導者や保護者、学校の配慮すべ
きことを研修会などで周知されています。
【参考：小学生のスポーツ活動の手引き】
○作成：平成２１年３月
○平成１８年度から、調査による実態を元に望まし
いあり方を検討して作成【健康推進課】

　「地域指導者研修会」、「中高種目別研修会」、
「中学校指定競技・重点校指定競技指導者研修会」
等の中で、ケガ・事故の予防について、指導者への
研修を行っています。
　また、スポーツ医・科学委員会を平成２５年度に
設立し、学校や競技団体にスポーツトレーナー、ス
ポーツ栄養士、スポーツファーマシスト等を派遣
し、支援を行っています。
　スポーツ少年団においては、県体育協会主催の
「少年スポーツ指導者セミナー」で、指導者への研
修を行っています。【保健体育課】

　「地域指導者研修会（３会場で１３８人参加）」及
び「中高種目別研修会（剣道・陸上など４種目で５８
人参加）」では、正しいウォーミングアップや体つく
りなどのケガ予防に関する内容を含む研修を行いまし
た。
　スポーツ医・科学事業では、スポーツドクター９
人、理学療法士（トレーナー）５７人、薬剤師３１
人、栄養士１７人でチームを構成し、主に中・高等学
校に出向き、ケガ予防、テーピング指導、栄養指導、
ドーピング指導を行いました。
　また、県体育協会主催のスポーツ少年団指導者セミ
ナーでは、８５人の指導者に対して、アスレチックト
レーナーによるケガ予防の講演を行いました。
　今後も、スポーツ指導者に対して、ケガや事故の予
防に関する研修等を実施していきます。
【健康推進課・保健体育課】

保健体育課
健康推進課

大田歯科医師会 7月14日

5 県央 01 地域保
健対策

04 高齢者
施策

06 その他

03 認知症
施策

独居の認知症患者の把握と対策について（特
に介護認定を受けていない初期症状の方につ
いて）

　昨今、２０２５年問題が問題となっているが、全
国に比べ当地域ではすでに高齢化が進んでおり、認
知症高齢者の問題は早急な課題ではないかと考え
る。
　独居や老々で生活している方が増える中、家族
（子供）に様子を聞くのも難しい状況である。
　厚労省は、歯科診療所と調剤薬局にゲートキー
パーの役割を持たせてはとの案が出ていると聞く
が、来院患者にいきなりスクリーニングテストを行
うのは難しい。
　行政の名前の入ったスクリーニングシートなどあ
れば、患者の抵抗感も下がるような気がするがいか
がなものか。
　また、包括支援センターが一括でスクリーニング
を行い、地域の高齢者の把握を行うことも良いと考
えるが、その情報を歯科につなぐ仕組みが今はない
ので、今後必要と考える。

　本県では全国に先駆けて高齢化が進む中、認知症
施策の充実を図ることが必要であり、中でも早期診
断・早期対応に向けた支援が重要です。
　ご指摘のとおり、家族だけではその役割を担い切
れないことから、高齢者を身近な場で支える機関
（かかりつけ医や歯科診療所、調剤薬局等）の役割
が期待されており、今年１月に策定された国の新オ
レンジプランにも盛り込まれたところです。
　来年度には歯科医師・薬剤師の認知症対応力向上
研修の方法が国から示されることとなっており、そ
れに基づいて県でも取組を進めていきたいと考えて
います。
　また、認知症のスクリーニングについては、各市
町村において様々な取組が行われていますが、住民
に利用しやすい方法が検討されるとともに、それが
効果的に活用され、適切な支援に結び付くことが重
要と考えており、そのためには地域の関係者による
連携が不可欠です。
　今回頂きましたご意見を市町村と共有し、認知症
の人やその家族へのより良い支援に向けた検討を進
めて参ります。

　国において伝達研修が開催され、本県より歯科医
師、薬剤師が参加しました（2月27日）。
　その研修を基に、関係機関と相談の上、次年度から
歯科医師・薬剤師の認知症対応力向上研修を実施する
予定です。

高齢者福祉
課

大田歯科医師会 7月14日

6 県央 01 地域保
健対策

02 地域医
療対策

04 高齢者
施策

06 その他

01 医療提
供体制

06 その他

高齢者の医療機関受診困難の解消について 　市内中心地以外の高齢者で自家用車の通院が困難
な高齢者は、公共の交通機関の少ない大田市では、
通院困難が予想される。
　また、今後高齢化率の上昇とともに、運転免許証
の返納･歩行困難による通院困難者はますます増加す
るのではないか。
　歩行困難による通院困難に対しては訪問歯科診療
で対応となるが、交通手段による通院困難高齢者に
対する何らかの方策はないものか？
　歯科は特に診療方法の特性から、複数回通院せね
ばならないことも多く、喫緊の課題と考える。
　また、訪問による専門的口腔ケアにおいては、歯
科衛生士の人材不足が心配される。

　県としては、訪問歯科診療を含む在宅医療を促進
するための取組を行っていますが、地域の実情に
よって様々な方策があると考えており、今後の地域
医療構想の策定における議論の中でも検討していた
だきたいと考えています。
　なお、自家用車通院ができない者に対する交通手
段の確保については、日常生活全般に関わる問題で
もあり、各市町村でも様々な工夫により対応されて
いると承知しており、引き続き検討していただきた
いと考えています。

　地域医療構想の策定における議論の中でも、在宅医
療に取り組む場合の課題や、将来における地域の医療
体制の課題等について課題意識の共有が図られてきて
います。
　今後、明らかとなった課題を踏まえ、必要な施策に
ついて地元市町村や関係者と検討をしてまいります。

医療政策課 大田歯科医師会 7月14日
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7 県央 01 地域保
健対策

02 地域医
療対策

04 高齢者
施策

06 その他

01 医療提
供体制

06 その他

歯科と医科・介護との連携について 　高齢者が今後ますます増加する大田市では、歯科
治療を行う上で、服薬状況も含め患者の病態把握が
より重要であると考える。
　また、急性期・回復期・慢性期と切れ目ない口腔
機能･口腔衛生管理を提供するためにも、周術期の口
腔管理を円滑に行う上でも、医科・歯科連携は非常
に重要と考える。
　拠点病院に歯科のない大田市においては、歯科診
療所と病院・医科診療所との連携は、他圏域以上に
重要な課題となる。
　また、要介護高齢者に対する口腔機能管理を、病
院から施設または居宅まで切れ目なく行うために
も、介護事業者･施設･ケアマネジャーとの連携をい
かに円滑に行えるかの仕組みづくりが必要ではない
か。

　在宅医療連携推進事業として行っている多職種連
携事業では、９つの拠点でモデル的な連携事業を実
施しており、歯科医師の参加もあり、いくつかの成
功事例ができました。
　こうした取り組みを参考として、今後、市町村が
地域支援事業として実施されていくこととなってい
ますので、県としても事例発表会など情報提供に努
め、支援していきます。【医療政策課】

　また、要介護高齢者に対する病院や介護施設等で
の口腔ケアを自宅において継続させていくために
は、家族への指導など継続的な支援が必要です。そ
のためには歯科医師・歯科衛生士等の口腔ケアの専
門職や、介護サービス事業者、ケアマネジャーなど
による多職種連携が重要であることは承知していま
す。各圏域における他職種連携を促進する事業の中
で地域の実践事例の紹介などの取組を行っていける
ように、参考とさせていただきます。
　なお、施設・居宅においても、適切な口腔機能の
管理が行えるよう介護サービス事業者、ケアマネ及
び歯科衛生士を対象に研修会を開催し、普及啓発を
行っています。
さらに、在宅医療の推進として、島根県歯科医師会
を中心に研修会の開催や、他職種連携マニュアルの
作成のための検討を行っていただいています。
【参考：地域医療介護総合確保基金　Ｈ26～28年
度】
　委託先：島根県歯科医師会
　○在宅医療の推進事業（在宅歯科保健推進事業）
　　・在宅医療連携室の運営
　　・在宅歯科医療従事者への研修
　　・在宅訪問診療推進に関する検討
　　　（他職種連携マニュアルの検討）

　平成27年度においても、在宅医療連携推進事業につ
いて、それぞれの地域から報告してもらう事例発表会
を開催しました。また、新聞や各種会議等を利用し、
情報提供を行ってきました。
　こうした取り組みを通じて、多職種連携の重要性に
ついて、関係者の理解が醸成されつつあると考えま
す。
【医療政策課】

公聴会時の回答に同じ【高齢者福祉課】

医療政策課
高齢者福祉
課

大田歯科医師会 7月14日

8 県央 04 高齢者
施策

03 認知症
施策

認知症施策推進事業について 　認知症ケアにおいて、早期診断・対応が必要とさ
れています。介護を必要としない初期の段階に心身
共に支援が入ることで、その後の生活にかかる様々
なサポート体制を整えていくことが可能となってい
くと考えます。
　私達看護職は、患者様との日々の関わりの中で、
小さな変化に気付いていけるような関わりをしてい
きたいと思っています。
　医療従事者･介護職員等の研修が計画されています
が、一番身近な地域住民･地域のコミュニティの活用
等に関してはどの様な計画をされているのでしょう
か。
　また、認知症サポーターの養成について、登録者
数、その活用実績等についても教えて下さい。

　ご意見のとおり、認知症の人とその家族に初期の
段階から適切な支援を行うことは、心身の負担軽減
やその後の経過を考えた場合、大変重要なことであ
り、そのための対策を多くの方々と連携して進めて
いく必要があると考えています。
　ご意見にある「日々の関わりの中で、小さな変化
に気付いていけるような」取組がとても重要で、高
齢者を身近な場で支えている医療従事者・介護職員
の方はもちろん、地域のコミュニティの中で気づ
き、支え合える体制をつくっていくことが必要と考
えています。
　そのため、県や市町村では住民を対象とした講演
会や高齢者サロンに出掛けての出前講座を開催する
など啓発活動に取り組んでいます。
　また、認知症サポーターについては平成26年度末
で47,893人の方に登録いただいています。登録に向
けては、県が認知症サポーターを養成するキャラバ
ンメイトを養成し、市町村が認知症サポーターを養
成するという役割分担により連携して取り組んでい
ます。
　なお、認知症サポーターは、認知症に関する正し
い知識と理解を持ち、地域や職場で認知症の人や家
族をできる範囲で応援していただく方々であり、そ
の活動実績等は取りまとめていませんが、一人でも
多くの認知症サポーターを養成していくことが重要
であると考えており、今後も市町村と連携して取り
組んで参ります。

　引き続き認知症サポーター養成講座を幅広く開催
し、認知症の理解を深める活動を推進していく予定で
す。
　また、次年度から新たに、関係者の研修（看護師、
歯科医師・薬剤師、介護職員等）の認知症対応力向上
研修を実施する予定です。

高齢者福祉
課

島根県看護協会大
田支部

7月14日

9 県央 02 地域医
療対策

04 高齢者
施策

01 医療提
供体制

01 介護保
険制度

私たちが通っている病院は、どこに行くの
か？

　今は全国的に少子高齢化となり、病院のベッド数
も７０％の稼働率にして都市から田舎に移住を進め
ている。
　現在、身近では、県はベッド数を９００床から７
００床に、私の住むところの病院では９７床から４
９床になり、残り４８床は介護専用になっている。
　これでは、病院とは名前ばかりで、救急指定病院
も仮の処置だけして大きな病院に搬送される。
　このことによって、小さな病院は介護施設とな
り、また入所できない人は家族で早く苦しみながら
死ねと言われるのか、これが国や県の行われている
政治なのか？

　医師が不足するなかで、人口が少ない中山間地域
では、全ての医療に対応できる病院の運営は極めて
厳しく各病院で工夫して対応していると思います。
　そのため、ドクターヘリを活用し、高度救急医療
を広域的に補完しています。
　身近な病院ですべての医療が提供できないときは
遠方の高度医療のできる医療機関と連携することも
あります。このことも地域医療構想の議論の中で地
域の意見を踏まえて検討していきます。

　現在、各圏域の地域医療構想調整会議で、それぞれ
の地域の将来の医療需要（患者数）の推計などを通じ
て、将来に向けて持続可能な医療提供体制を構築して
いくうえでの課題等について議論しているところで
す。
　今後、それらの議論を踏まえ医療審議会等の意見を
求めながら地域医療構想を策定していくこととしてい
ます。
　また、地域医療構想で明らかとなった課題を踏まえ
地域の医療提供体制について関係者で話し合ってまい
ります。

医療政策課 おおなん元気サロ
ン

7月14日
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№ 圏域 大項目 中項目 項目 意見・質問 公聴会回答 公聴会後の対応状況等 担当課 意見者 開催日

平成27年度健康福祉部圏域別地域公聴会意見・回答

10 県央 02 地域医
療対策

01 医療提
供体制
02 医療従
事者

・医療、医師確保、施設の拡充
・骨髄バンクへの認知度（若年層への啓発）
・公的支援（ドナー助成、休暇制度導入）

・私の場合は、県央圏域ということではなく、島根
県全体、特に出雲を中心として東部地域への啓発向
上を旨とするものです。
　　人口分布の関係もありますが、以前からの働き
かけによって、西部地域での認知度は、高くなりつ
つある感がしているところです。
・県内での血液専門の医師の圧倒的不足により、患
者さんが不安になると同時に、採取施設が極端に少
なく、西部地域では一病院もないという状態です。
　そのため、登録していただいている善意の提供希
望者に苦痛を与える結果になり、ひいては提供回避
になることもあるという現状です。
・一方で、血液患者は増えており、固形がんと違っ
て全年齢に渡るため、若年層の患者が多いのも注視
しなければならないと思います。
　そのためにも、若い方達への働きかけ（ドナー登
録についての）を早急に考えなければならないと
思っているところです。
・骨髄バンク、ドナー登録事業は、ボランティアに
頼りすぎているために限界があることも事実です
が、教育機関等との連携を図ったり、公的支援をお
願いしないと、中々前に進めないような状況になり
つつあるところです。

　ドナー登録会は、ボランティアにより支えられて
おりその維持・拡大は非常に重要です。
　若年層への働きかけについては、従来からしまね
まごころバンクが学校に出向いて実施している出前
講座の活用の働きかけや教職員研修の場でPRを実施
したり案内チラシを全ての中学校及び高校に送付し
ています。
　また、教育機関との連携については、大学の学生
が骨髄提供時に公休扱いとなるよう働きかけてを進
めています。
　引き続き、意義と方針、国の状況を広く知ってい
ただき協力いただけるよう推進に努めます。

・採取施設の拡充について
　現在県内で骨髄採取に対応できる病院は、県東部の
3病院です。県西部の主要病院にヒアリングしたとこ
ろ、専門医の不在等により骨髄採取施設認定基準に合
致しないとの回答でした。　今後、県西部への血液内
科専門医等の新たな配置等があり、認定基準に合致し
た時は働きかけてまいります。
・若年層への働きかけについて
　しまねまごころバンクは、学校に出向いて普及啓発
の出前講座を実施しています。平成27年度の実績は以
下のとおりです。
　　高校：５校、
　　医療系専門学校及び看護学校：５校、
　　その他専門学校：１校

　さらに、公立学校の健康教育担当者を対象とした研
修会で、学校の授業に取り入れていただくようお願い
しました。
　今後も同様な取り組みを継続してまいります。

医療政策課 （公財）日本骨髄
バンク
※当日欠席

7月14日

11 県央 06 障がい
施策

02　精神
保健

・県央圏域における長期入院患者の削減の実
態の数値で教えて欲しい。併せて、島根県全
体でどうなのか。その実態を、どう改善しよ
うとしているのか教えて欲しい。
・日本の障がい福祉政策の転換が始まってい
ます。質の高い精神科医療に島根は向かって
いるのでしょうか。疑問です。

・平成２７年度公聴会資料の障がい福祉関係の実績
を見ると、さすが松江圏域と出雲圏域は、その成果
が上がっているのかと思われます。
・しかし、障がい福祉サービス、福祉施設からの一
般就労、就労支援事業所（Ｂ型）の工賃に、実績で
あって、上面だけの実績であって、島根県としての
抜本的な精神科医療の取り組みが根幹にあって、初
めて、島根の障がい福祉の向上と言えます。
・昨年の答えの中で、入院中の精神障害者が円滑に
地域生活に移行できるよう、医療と福祉の連携を推
進するために研修会を県内全域で開催するとのこと
でした。大田圏域においては、全くその兆しもあり
ませんでした。
・外来当事者や様々な合併症を併発する当事者、多
重問題を抱える当事者達とも、医療、介護事業所、
さまざまな関係機関とも連携を取りながらの支援体
制を整えていかねばなりませんのに、医療連携がス
ムーズに行かない事態が発生しております。
・いったい島根県では、長期入院患者の削減がどう
進んでいるのか教えて欲しい。そして、島根として
の対策もお聞きしたい。

　平成27年3月に第4期島根県障がい福祉計画を策定
し、平成29年度までに、①入院後3か月経過時点の退
院率を64％にすること、②入院後1年経過時点の退院
率を91％にすること、③入院期間1年以上の長期在院
患者数を今後18％減少させることを目標としており
ます。
　長期在院患者数の状況は、平成20年に比べて平成
24年は40人の減少となっております。
　また、精神障がい者を含む地域での受け皿となる
グループホームは、平成24年と平成27年とを比べる
と約200人の定員増となっております。
　地域移行を進めるためには、医療機関の退院後生
活環境相談員等が中心となって、地域援助事業者等
と連携して、個別具体的に支援方法を検討していく
ことが必要と考えております。
　そのため、昨年度から全県を対象とした医療と福
祉の関係者研修会を年2回開催するとともに、県央圏
域では保健所が中心となって、地域援助事業者や病
院関係者を対象とした研修会や事例検討会など、さ
まざまに取り組んでいるところです。
　また、就労の関係では、就労継続支援事業所Ｂ型
の平均工賃は、全県で、18,173円、大田圏域が
15,723円となっており、県としては、この工賃アッ
プのために、共同化、新製品の開発、販路開拓など
の支援をしています。
　今後とも、身近な地域での顔の見える話し合いの
機会を積み重ねながら、進めてまいりたいと考えて
おります。

公聴会時の回答に同じ 障がい福祉
課

社会福祉法人亀の
子

7月14日
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№ 圏域 大項目 中項目 項目 意見・質問 公聴会回答 公聴会後の対応状況等 担当課 意見者 開催日

平成27年度健康福祉部圏域別地域公聴会意見・回答

12 県央 06 障がい
施策

02　精神
保健

相談事業について 　各種相談事業が充実していく中で、何らかの課題
を抱えた地域住民が、心理職による相談を利用する
ことができる機会は極めて少ないように思う。
　心理的な視点から相談を受けることができる心理
専門職の配置や相談事業への登用が促進できないで
しょうか。

　こころの病気についての悩みや不安を抱え困難に
直面している人に対しては、専門的な知識をもつ心
理職による支援が必要となる場合があると認識して
おります。
　現在、県では、各保健所や県立心と体の相談セン
ターにおいて相談をお受けし、相談者の求めや状況
を踏まえ、医療機関の受診や専門的な心理支援につ
なぐなどの対応を行っております。
　また、心と体の相談センターでは、保健所の新任
職員研修やボランティア養成講座などに精神科医師
や臨床心理士が講師としてでかけ、心理的ケアなど
の資質の向上や支援者の養成に取り組んでおりま
す。
　今後とも、これらの取り組みを継続し、相談され
る方おひとりおひとりの適切な支援に努めてまいり
ます。
　なお、児童の様々な相談に応じる中で、心理的な
判定や支援の必要な場合が増加していることから、
児童相談所では、心理職の配置に努めるとともに、
その専門性が高まるよう努めているところです。
　また、性暴力被害者支援センターを立ち上げ、性
暴力の被害者で、心理的な支援が必要と認められる
場合は、臨床心理士会の協力を得て、カウンセリン
グを一定の回数、無料で受けられる体制を整えてお
ります。

（児童、女性に対する対応については公聴会における
回答に同じ。）【青少年家庭課】

公聴会時の回答に同じ【障がい福祉課】

障がい福祉
課
青少年家庭
課

社会福祉法人おお
なん福祉会　ハー
トフルみずほ

7月14日

13 県央 04 高齢者
施策

01 介護保
険制度

地域包括ケアについて 個々の意見というものではなく、特に昨年が「地域
包括ケア元年」として動き始めた状況等を幅広く吸
収したいと思います。 （意見のみ）

高齢者福祉
課

川本町社会福祉協
議会

7月14日
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